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あ
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紀
夫
内
閣
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等
に
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に
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し
、
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紙
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弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
会
議
員
の
歳
費
の
あ
り
方
等
に
係
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
見
解
等
に
関
す
る
再
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
九
九
号
）
に
つ
い
て
は
、
財
務
大
臣
が
作
成
す
る
際

に
参
考
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
を
関
係
す
る
部
局
か
ら
提
出
さ
せ
た
上
で
、
財
務
大
臣
が
そ
れ
ら
を
含
む
種
々
の
情
報

を
基
に
作
成
し
、
閣
議
に
お
い
て
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
四
、
六
及
び
七
に
つ
い
て

国
会
議
員
は
、
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
号
）
に
基
づ
き
、

歳
費
を
受
け
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
国
会
議
員
の
歳
費
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
国
会
に
お
い
て
御
議
論
い

た
だ
く
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
第
百
七
十
四
回
国
会
に
お
け
る
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
施
政
方
針
演
説
に
お
い

て
は
、
「
会
派
を
超
え
て
積
極
的
な
見
直
し
の
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
ま
す
。
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

五
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
新
旧
議
員
が
重
複
す
る
形
」
の
所
要
額
に
つ
い
て
は
、
人
数
等
の
具
体
的
な
前
提
が
定
か
で
は
な
い
た
め
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


